
○
告

示

告

示

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
（
八
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
概
要
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
…
…
…
…
…
…
…
八

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

大
分
県
告
示
第
六
百
六
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ン
ド
ピ
ア
花
高
松

大
分
市
花
高
松
一
丁
目
二
番
八

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
オ
ー
ケ
ー

代
表
取
締
役

大

城

英

男

大
分
市
高
崎
三
丁
目
一
番
二
十
五
号

株
式
会
社
ま
る
ひ
で

代
表
取
締
役

小

野

秀

幸

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
一
丁
目
三
番
六

株
式
会
社
ヤ
マ
ヒ
コ
水
産

代
表
取
締
役

山

本

浩

之

大
分
市
大
字
曲
七
百
七
十
九
番
地
五

株
式
会
社
ミ
ド
リ
薬
品

代
表
取
締
役

百

﨑

栄

一

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
東
開
町
五
番
十
二

変
更
後

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
九
州
販
売

代
表
取
締
役

宮

田

亮

史

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
住
吉
二
丁
目
二
番
一
号

４

変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

平
成
二
十
九
年

第

二

九

四

二

号

十
二
月
十
五
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
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法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

四
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
中
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
六
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ン
ド
ピ
ア
花
高
松

大
分
市
花
高
松
一
丁
目
二
番
八

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前

株
式
会
社
オ
ー
ケ
ー

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
ま
る
ひ
で

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
ヤ
マ
ヒ
コ
水
産

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
ミ
ド
リ
薬
品

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

変
更
後

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
九
州
販
売

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

４

変
更
す
る
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

四
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
中
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
六
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ン
ド
ピ
ア
大
貞

中
津
市
大
字
大
貞
字
中
ノ
林
三
百
八
十
九
番
一

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
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大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

嘉
穂
無
線
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柳

瀬

真

澄

福
岡
県
筑
紫
郡
那
珂
川
町
松
木
二
丁
目
六
十
一
番
地

株
式
会
社
オ
ー
ケ
ー

代
表
取
締
役

大

城

英

男

大
分
市
高
崎
三
丁
目
一
番
二
十
五
号

変
更
後

株
式
会
社
グ
ッ
デ
イ

代
表
取
締
役

柳

瀬

隆

志

福
岡
県
筑
紫
郡
那
珂
川
町
松
木
二
丁
目
六
十
一
番
地

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

４

変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

四
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
北
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
七
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ン
ド
ピ
ア
大
貞

中
津
市
大
字
大
貞
字
中
ノ
林
三
百
八
十
九
番
一

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

変
更
前

第
一
駐
車
場

グ
ッ
デ
イ
建
物
北
側

二
百
二
十
一
台

第
二
駐
車
場

新
鮮
市
場
建
物
南
西
側

百
七
十
六
台

第
三
駐
車
場

Ａ
棟
建
物
南
側

百
十
六
台

合
計

五
百
十
三
台

変
更
後

第
一
駐
車
場

グ
ッ
デ
イ
中
津
大
貞
店
建
物
北
側

二
百
二
十
一
台

第
二
駐
車
場

新
鮮
市
場
建
物
南
西
側

百
七
十
六
台

合
計

三
百
九
十
七
台

㈡

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

変
更
前

第
一
駐
輪
場

グ
ッ
デ
イ
建
物
北
側

八
十
二
台

第
二
駐
輪
場

新
鮮
市
場
建
物
北
側

十
台

第
三
駐
輪
場

新
鮮
市
場
建
物
北
側

四
十
五
台

第
四
駐
輪
場

Ａ
棟
建
物
北
側

二
十
八
台

第
五
駐
輪
場

Ａ
棟
建
物
北
側

五
十
五
台

合
計

二
百
二
十
台

変
更
後

第
一
駐
輪
場

グ
ッ
デ
イ
建
物
北
側

八
十
二
台

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三
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第
二
駐
輪
場

新
鮮
市
場
建
物
北
側

十
台

第
三
駐
輪
場

新
鮮
市
場
建
物
北
側

四
十
五
台

合
計

百
三
十
七
台

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

変
更
前

荷
さ
ば
き
施
設
一

グ
ッ
デ
イ
建
物
北
側

八
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
二

新
鮮
市
場
建
物
北
側

百
九
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
三

新
鮮
市
場
建
物
北
側

六
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
四

新
鮮
市
場
建
物
北
側

四
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
五

Ａ
棟
建
物
北
側

七
十
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

三
百
七
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

荷
さ
ば
き
施
設
一

グ
ッ
デ
イ
建
物
北
側

八
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
二

新
鮮
市
場
建
物
北
側

百
九
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
三

新
鮮
市
場
建
物
北
側

六
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
四

新
鮮
市
場
建
物
北
側

四
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

三
百
九
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
積

変
更
前

廃
棄
物
保
管
庫
一

グ
ッ
デ
イ
建
物
南
側

二
十
一
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
二

グ
ッ
デ
イ
建
物
南
側

十
五
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
三

グ
ッ
デ
イ
建
物
南
側

八
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
四

新
鮮
市
場
建
物
東
側

八
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
五

新
鮮
市
場
建
物
東
側

八
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
六

新
鮮
市
場
建
物
東
側

五
・
七
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
七

Ａ
棟
建
物
西
側

九
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
八

Ａ
棟
建
物
西
側

八
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
九

Ａ
棟
建
物
西
側

八
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

九
十
四
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

廃
棄
物
保
管
庫
一

グ
ッ
デ
イ
建
物
南
側

二
十
一
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
二

グ
ッ
デ
イ
建
物
南
側

十
五
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
三

グ
ッ
デ
イ
建
物
南
側

八
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
四

新
鮮
市
場
建
物
東
側

八
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
五

新
鮮
市
場
建
物
東
側

八
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
庫
六

新
鮮
市
場
建
物
東
側

五
・
七
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

六
十
八
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル

４

変
更
す
る
年
月
日

平
成
三
十
年
七
月
二
十
二
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

四
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
北
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
七
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ン
ド
ピ
ア
臼
杵

臼
杵
市
大
字
野
田
唐
木
田
二
百
十
四
番
一

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

３

変
更
し
た
事
項

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四
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㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
オ
ー
ケ
ー

代
表
取
締
役

大

城

英

男

大
分
市
高
崎
三
丁
目
一
番
二
十
五
号

江
藤
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

楢

崎

孝

貫

大
分
市
乙
津
町
一
番
十
八
号

株
式
会
社
ア
レ
ス

代
表
取
締
役

蒲

原

晴

男

熊
本
県
熊
本
市
楠
七
丁
目
八
番
十
号

株
式
会
社
和
宝

代
表
取
締
役

仲

村

達

男

臼
杵
市
大
字
野
田
竹
の
下
三
百
二
十
二
番
地

変
更
後

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
明
屋
書
店

代
表
取
締
役

小

島

俊

一

愛
媛
県
松
山
市
湊
町
四
丁
目
一
番
地
十
九

株
式
会
社
ア
レ
ス

代
表
取
締
役

蒲

原

晴

男

熊
本
県
熊
本
市
楠
七
丁
目
八
番
十
号

株
式
会
社
和
宝

代
表
取
締
役

仲

村

達

男

臼
杵
市
大
字
野
田
竹
の
下
三
百
二
十
二
番
地

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

変
更
前

臼
杵
市
大
字
野
田
竹
の
下
三
百
二
十
二
番
地

変
更
後

臼
杵
市
大
字
野
田
唐
木
田
二
百
十
四
番
一

外

４

変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

四
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
中
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ン
ド
ピ
ア
臼
杵

臼
杵
市
大
字
野
田
唐
木
田
二
百
十
四
番
一

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前

株
式
会
社
オ
ー
ケ
ー

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
七
時

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五
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江
藤
産
業
株
式
会
社

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

株
式
会
社
ア
レ
ス

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

株
式
会
社
和
宝

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

変
更
後

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

株
式
会
社
明
屋
書
店

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

株
式
会
社
ア
レ
ス

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

株
式
会
社
和
宝

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

４

変
更
す
る
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

四
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
中
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ン
ド
ピ
ア
宇
佐

宇
佐
市
大
字
葛
原
二
百
三
十
四
番
一
号

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
オ
ー
ケ
ー

代
表
取
締
役

大

城

英

男

大
分
市
高
崎
三
丁
目
一
番
二
十
五
号

株
式
会
社
大
創
産
業

代
表
取
締
役

矢

野

博

丈

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目
四
番
十
四
号

変
更
後

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
大
創
産
業

代
表
取
締
役

矢

野

博

丈

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目
四
番
十
四
号

４

変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

六
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二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

四
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
北
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
七
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ン
ド
ピ
ア
宇
佐

宇
佐
市
大
字
葛
原
二
百
三
十
四
番
一
号

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木

本

泰

雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前

株
式
会
社
オ
ー
ケ
ー

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
大
創
産
業

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

変
更
後

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

株
式
会
社
大
創
産
業

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

４

変
更
す
る
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年

四
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
北
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
七
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営

土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
概
要
に
意
見
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま

で
に
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

七



事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業

大
南
野
津
地
区

平
二
九
・
一
二
・
一
五
か
ら

平
三
〇
・

一
・

四
ま
で

大
分
市
役
所

臼
杵
市
役
所
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
三
重
新
殿
線

豊
後
大
野
市
三
重
町
内
田
字
高
瀬
一
九
一
二
番
三
か

ら豊
後
大
野
市
三
重
町
内
田
字
地
蔵
原
四
〇
八
〇
番
二

ま
で

平
二
九
・
一
二
・
一
五

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
公

告

役

名

氏

名

住

所

理

事

佐

藤

恒

雄

中
津
市
三
光
下
深
水
一
六
四
八
番
地

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
九
年

十
二
月
五
日
現
在
で
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一
、
六
七
四
人

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
光
土
地

改
良
区
（
中
津
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
・
公
告
）

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

八


